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右
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質
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主
意
書
を
提
出
す
る
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得
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一 

 



 

一 

長
野
県
飯
田
市
の
昭
和
二
十
三
年
度
以
来
の
所
得
税
が
、
昭
和
二
十
二
年
の
大
火
に
よ
つ
て
、
住
宅
、
店
舖
及
び
商
品

等
の
ほ
と
ん
ど
が
燒
失
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
下
他
市
に
比
し
著
し
く
過
重
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
な

る
理
由
か
、
詳
細
に
回
答
を
願
い
ま
す
。 

二 

長
野
県
飯
田
市
医
師
会
員
の
所
得
税
が
、
県
内
三
市
に
比
較
し
て
過
重
で
あ
る
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
か
。
こ
と
に

全
国
ま
れ
な
る
全
部
保
險
診
療
が
実
施
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
り
、
申
告
が
全
額
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
起
き
た

る
点
な
き
や
詳
細
に
回
答
願
ま
す
。 

（
参
考
ま
で
に
飯
田
市
医
師
会
よ
り
の
請
願
書
を
添
附
す
る
。
） 

（
参
考
ま
で
に
飯
田
市
よ
り
の
陳
情
書
を
添
附
す
る
。
） 

附
記 

左
記
二
事
項
に
関
し
質
問
致
し
ま
す
か
ら
速
や
か
に
回
答
願
ま
す
。 

所
得
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

前
二
項
と
も
共
通
な
る
点
が
あ
り
飯
田
税
務
署
管
下
の
所
得
税
は
過
重
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
考
さ
れ
ま
す
故
是
非
県

下
他
市
に
比
較
し
て
こ
れ
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


